
筆界未定とは？ 
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  「筆界未定」となると、上図の調査後の形で「地籍図」が法務局に登記されま

す。地籍調査が完了すると「地籍図」備え付けられますが、「筆界未定」の箇所

については、公図が閉鎖されないため公図が境界を示すものとなります。 

 

 ◎筆界未定のデメリット 

  ・土地の異動が出来ない（分筆・合筆・地籍更正等） 

  ・売買や抵当の設定が困難 

  ・地籍調査後に境界が決まっても、測量・登記費用は個人となります。 


